
 

すまい給付金現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務規程 

 

第１章 総則 

 

（趣 旨） 

第１条 このすまい給付金現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業務規程（以下「規程」という。）は、一般財団法人

滋賀県建築住宅センター（以下「センター」という。）が実施する、すまい給付金制度に係る現金取得者向け新築対象

住宅証明書（以下「証明書」という。）の発行業務について定める。 

 

（業務を行う時間、休日、事務所の所在地及び業務区域） 

第２条 業務を行う時間、休日、事務所及び業務を行う区域については、センターの「住宅性能評価業務規程」によるも

のとする。 

 

（証明対象住宅） 

第３条 証明業務を行う住宅は以下のいずれにも該当する住宅とする。 

（１）滋賀県内に建築される新築の住宅であること。 

（２）床面積が５０㎡以上であること。 

（３）省エネルギー性、耐久性・可変性、耐震性、またはバリアフリー性に関して、下記のいずれかの基準（以下「証

明基準」という。）を満たすこと。 

   ①断熱等性能等級４ 

   ②一次エネルギー消費量等級４以上 

   ③劣化対策等級３の住宅で、かつ、維持管理対策等級２以上（共同住宅では一定の更新対策が必要） 

   ④耐震等級（構造躯体の倒壊等防止）の等級２又は等級３ 

   ⑤免震建築物（地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止） 

   ⑥高齢者等配慮対策等級３以上 

 

第２章 住宅性能証明の実施方法 

 

（証明の申請） 

第４条 証明を受けようとする者は下記の書類を正副２部提出しなければならない。 

（１） 現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書（様式１） 

（２） 委任状（代理人の場合） 

（３） 設計内容説明書（様式２） 

（４） 配置図 

（５） 付近見取り図 

（６） 証明基準に適合していることが確認できる図面等 

（７） その他、性能確認に必要な書類等 

２ センターが発行した次のいずれかの書類を取得した新築住宅で、証明基準に適合している場合は第１項の添付図面の

一部を省略できるものとする。 

（１） 設計住宅性能評価書または建設住宅性能評価書 

（２） 長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査適合証 

（３） 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査適合証 

（４） 贈与税の非課税措置に係る住宅性能証明書 

３ 評価方法基準における住宅型式性能認定若しくは型式住宅部分等製造者認証を取得し、証明基準に適合している場合

は添付図面の一部を省略することができる。 

 

（業務の受理及び契約） 

第５条 センターは申請者から証明の申請があった場合は以下の事項について確認を行い、不備等がない場合は受理する

ものとする。 

（１）証明対象住宅の所在地が滋賀県内であること。 

（２）申請および審査に必要な書類が全て添付されていること。 

（３）証明対象住宅の床面積が５０㎡以上であること。 

２ センターは、対象住宅が第１項各号に該当しないときは、受理できない理由を説明し、申請者に申請図書を返却する。 

３ センターは第１項により申請を受理した場合においては、証明申請者に引受承諾書を交付す 

る。この場合、証明申請者とセンターは別に定める一般財団法人滋賀県建築住宅センター現金 

取得者向け新築対象住宅証明書発行業務約款に基づき契約を締結したものとみなす。 

 

（申請図書の変更） 

第６条 証明申請者は第８条の図面審査終了後において、申請図書を変更するときは、センター 

にその旨及び変更の内容について通知するものとする。 
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２ センターが前項の変更が大幅であると認めるときは、証明申請者は申請書を取り下げ、別件 

として改めて申請しなければならない。 

３ 前項の申請は第４条から前条までの規定を準用する。 

４ 証明書の発行後に証明申請者が申請図書等を変更する場合は、センターに次の各号の書類を 

提出し、第４条による審査を受けなければならない。 

（１）【変更】現金取得者向け新築対象住宅証明書審査申請書（様式３） 

（２）審査に要した図書のうち、変更に係るもの及び変更の内容を示す図書 

 

（住宅性能証明申請の取り下げ） 

第７条 証明申請者は第４条の申請を取り下げる場合は、その旨を記載した取り下げ届け（様式 

４）をセンターに提出するものとする。 

 

第３章 技術的審査の実施方法 

 

（図面審査方法） 

第８条 センターは証明の申請を受理したときは第１１条に定める審査員に申請図書の審査を行わせるものとする。 

２ 審査員は申請図書により証明基準の適合性を審査する。 

３ 審査員は提出された図書等に疑義がある場合は証明申請者または代理者に説明を求め、必要 

に応じて追加書類の提出や申請図書の補正を求める等の措置を行うものとする。 

 

（証明書等の発行） 

第９条 センターは前条の審査を行った結果、対象住宅が証明基準等に適合すると認めた場合は 

証明書を申請図書の副本を添えて証明申請者に交付する。 

２ センターは前条の審査を行った結果、対象住宅が基準等に不適合と認めた場合や明らかな虚偽がある場合は、証明書

不適合通知書を申請図書の副本を添えて証明申請者に交付するものとする。 

３ 証明申請者から紛失等による証明書の再交付の依頼があった場合、証明書に再発行である旨及び再発行日を記載して

交付する。 

４ 証明書の発行番号は、別表１の「証明書発行番号の付番方法」に基づくものとする。 

 

第４章 証明業務手数料等 

 

（証明業務手数料等） 

第１０条 証明申請者は一般財団法人滋賀県建築住宅センターすまい給付金現金取得者向け新築 

対象住宅証明書発行業務手数料規程（以下「手数料規程」という）に基づき、証明業務に係る 

手数料をセンターに支払わなければならない。 

２ 前項の手数料の支払い等の方法については、別に定める｢業務約款｣によるものとする。 

３ 証明の申請の取り下げその他の事由が生じた場合等の手数料の取扱いについては｢業務約款｣及び｢手数料規程｣によ

る。 

 

第５章 審査員等 

 

（審査員） 

第１１条 センターは第８条の審査を住宅の品質確保の促進等に関する法律第１３条に定める評 

価員（以下「審査員」という）に行わせるものとする。 

 

（秘密保持義務） 

第１２条 センターの役員、職員並びにこれらの者であった者は証明業務に関して知り得た秘密 

を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。 

 

第６章 雑 則 

 

（帳簿の作成及び保存） 

第１３条 センターは次の（１）から（１４）までに掲げる事項を記載した証明業務管理帳簿（以 

下「帳簿」という）を作成し、事務所に備え付け、施錠のできる室またはロッカー等において 

個人情報及び秘密情報が漏れることなく、かつ、証明業務以外の目的で複製、利用等がされな 

い方法で保存するものとする。 

（１）申請者の氏名または名称及び住所 

（２）代理者の氏名 

（３）住宅の名称 

（４）住宅の所在地 
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（５）住宅に適用した基準 

（６）住宅の建て方 

（７）住宅の床面積 

（８）住宅の構造、階数 

（９）申請を受けた年月日、受付番号 

（１０）証明業務手数料 

（１１）審査員氏名 

（１２）証明書の交付年月日 

（１３）証明書の交付番号 

（１４）住宅性能証明書不適合通知書の交付年月日 

 

（書類及び帳簿の保存期間） 

第１４条 第１３条の帳簿は証明業務の全部を終了した日の属する年度から５年保存する。 

２ 申請図書及び適合書の写しは証明書の交付を行った日の属する年度から５年保存する。 

３ 帳簿、申請図書及び適合書の写しは施錠できる室、倉庫等において確実かつ秘密の漏れるこ 

とのない方法で行うものとする。 

 

（国土交通省等への報告等） 

第１５条 センターは、公正な業務を実施するために国土交通省等の関係する行政庁等から本業 

務に関する報告等を求められた場合には、審査の内容、判断根拠その他情報について報告等を 

行う。 

 

附  則 

 

この規程は、平成２６年５月１日から施行する。 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 

 

             「証明書発行番号の付番方法」 

 

 発行番号は１２桁の数字を用い、次のとおり表すものとする。 

 

 『○○○―○○―○―○―○○○○―○』 

 

１～３桁目  登録住宅性能評価機関番号（０３６） 

４～５桁目  登録住宅性能評価機関の事務所毎に付する番号 

       ０１：主たる事務所（草津本部） ０２：大津事務所 

       ０３：彦根事務所        ０４：近江八幡事務所 

６桁目    適用した基準 

       １：省エネルギー性 

       ２：耐久性・可変性 

       ３：耐震性（等級３） 

４：耐震性（等級２） 

       ５：耐震性（免震建築物） 

       ６：バリアフリー性 

７桁目    １：一戸建ての住宅 

       ２：共同住宅等 

８～１１桁目 通し番号（６桁目までの数字の並びの別に応じ、０００１から順に付するものとする。） 

１２桁目   同一住戸において複数の証明書を交付した場合の証明書ごとに付する枝番 

       （１枚の場合は１、２枚目以降２，３，４、・・・・・） 

 

 

 

 


